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 重要事項説明書（居宅介護支援） 

 

 当事業所が提供する居宅介護支援の内容に関して、あなたに説明する重要事項は、次の

とおりです。 

サ ー ビ ス の 目 的 

 指定居宅介護支援サービスは、介護を必要とする方々が、居宅において日常生活を営む

ために必要な指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、介護を必要とする方等の依頼

を受けて、利用者の心身の状況に応じた、また、ご家族の希望に沿った「居宅サービス計

画」を作成するとともに、その計画に基づく指定居宅サービスの提供が確保されるよう、

連絡調整或いは指定居宅介護支援サービス事業者を紹介する等の便宜の提供を行うもので

す。 

 

１ 事業所の概要 

（１）名称及び所在地等 

名 称 指定居宅介護支援事業所 訪問看護 S／T 大東 

所 在 地 
〒437-1491 

掛川市三俣 620番地 掛川市南部大東地域健康医療支援センター内 

管 理 者 氏 名 鈴木 優美 

介護保険事業所番号 ２２６６１９００１２ 

指 定 年 月 日 令和２年４月１日 

通常の事業実施地域 掛川市大東区域、大須賀区域 

交 通 の 便 静鉄バス掛川大東浜岡線 大東支所下車 

第三者評価の実施の

有       無 

無 

  

（２）事業所を経営する法人の概要 

法人種別及び名称 公益社団法人静岡県看護協会 

代 表 者 職 氏 名 会長  松本 志保子         

所 在 地 
〒４２２－８０６７ 

静岡市駿河区南町１４番２５号 エスパティオ３階 

電 話 番 号 ０５４－２０２－１７５０ 

定款に定める事業（抄） （４）在宅ケアの推進及び支援に関する事業 

事 業 所 数 ４事業所 

（３）職員の概要  

  介護支援専門員の人数は、介護保険関係法令に定める基準を下回らないものとする。 

区分 職員数 

管理者 １ 

介護支援専門員 １以上 

事務職員 １ 
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（４）営業日及び営業時間 

営 業 日 
月曜日から金曜日 ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日 

及び年末年始（12月 29 日から 12 月 31日、1 月 2日・3日）は除く。 

営 業 時 間 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで 

（５）通常の事業の実施地域 

   掛川市大東区域、大須賀区域（この地域以外の方でも、ご希望の方はご相談くださ

い。） 

２ 居宅介護支援の概要 

（１） 当事業所は、要介護者等が必要とする指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、

要介護者等の依頼を受けて「居宅サービス計画」を作成するとともに、その計画に基

づく指定居宅サービスの提供が確保されるよう、事業者との連絡調整、介護保険施設

の紹介その他の便宜の提供を行います。 

３ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

 ア サービスの利用にあたっては、電話でお申込ください。当事業所の職員がご自宅に

伺います。 

   契約を締結した後、サービスの開始をします。 

 イ 入院時には、担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関にお伝えいただくよう

お願いします。 

（２）サービス提供困難時の対応 

   利用申込者に対し、自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合

は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講じます。 

（３）介護支援専門員の変更 

   やむを得ない事由により介護支援専門員を変更する場合は、サービスの提供に支障

をきたさないよう十分配慮します。 

４ 利用料金 

   要介護として認定された方は、自己負担はありません。 

   ただし、被保険者証に支払方法変更の記載（保険料を滞納しているため、サービスを

償還払いとする旨の記載）があったときは、要介護度に応じて介護保険各法に定める基

本単位の利用料を負担していただきます。この場合、当事業所がサービス提供証明書を

発行しますので、後日被保険者証を発行した市町の窓口に提出して、払い戻しを受けて

ください。 

（１）基本単位  

基本単位利用料 介護支援専門員１人当たりの取扱い件数が 40未満である場合 

    要介護１・２     １，０８６単位／月  

    要介護３・４・５   １，４１１単位／月 

   ※静岡市清水区は地域区分「6 級地」であるため、上記の単位に 10.42 を乗じて得

た額。 

（２）その他の加算 

  ア 初回加算 

新規に居宅サービス計画を作成した場合、もしくは要介護度状態区分の２段階以

上の変更認定を受けた場合、３００単位／月を加算 
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  イ 入院時情報連携加算（Ⅰ） 

当該病院又は診療所の職員に対して入院した日のうちに、必要な情報提供を行っ

た場合、２５０単位／月を加算 

  ウ 入院時情報連携加算（Ⅱ） 

当該病院又は診療所の職員に対して入院した日の翌日又は翌々日に、必要な情報

提供を行った場合、２００単位／月を加算 

エ 退院・退所加算（1）イ 

入院・入所期間を経た後の、退院・退所に当って入所施設等との連携を１回図っ

た場合、カンファレンス参加 無 ４５０単位／回  

 オ 退院・退所加算（1）ロ 

入院・入所期間を経た後の、退院・退所に当って入所施設等との連携を１回図っ

た場合、カンファレンス参加 有 ６００単位／回  

 カ 退院・退所加算（Ⅱ）イ 

入院・入所期間を経た後の、退院・退所に当って入所施設等との連携を 2 回図っ

た場合、カンファレンス参加 無 ６００単位／回  

 キ 退院・退所加算（Ⅱ）ロ 

入院・入所期間を経た後の、退院・退所に当って入所施設等との連携を 2 回図っ

た場合、カンファレンス参加 有 ７５０単位／回  

 ク 退院・退所加算（Ⅲ） 

入院・入所期間を経た後の、退院・退所に当って入所施設等との連携を 3 回図っ

た場合、カンファレンス参加 有 ９００単位／回  

  ケ 緊急時等居宅カンファレンス加算 

    病院等の医師又は看護師等とともに利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行

って、必要に応じて居宅サービス等の調整を行った場合、２００単位／回（１月２

回まで） 

    コ 通院時情報連携加算 

  利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活

環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受け

た上で、居宅サービス計画に記録した場合 ５０単位／月 

（３）交通費 

   通常の事業の実施地域である場合は、無料です。 

     それ以外の地域にお住まいの方は、介護支援専門員がご自宅を訪問する都度、次の

交通費実費を負担していただきます。 

事業所の通常の事業の実施地域と 

隣接地域との境界線を起点として 

片道１キロメートル未満  ２００円 

片道１キロメートル以上  ３００円 

（４）支払方法 

   利用料金は、その都度お支払いいただきます。 

５ サービスの終了 

（１）あなたの申し出によりサービスを終了する場合    

あなたが当事業所へ文書で通知することにより、いつでも契約を解約できます。 

   ただし、次の場合は解約料金をいただきます。 
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区      分 解約料金 

ア 契約後、居宅サービス計画の作成中で、あなたからの 

 申出により解約する場合 

（市町へ居宅サービス計画を届け出た後に、あなたの申出

により解約する場合には、解約料はいただきません。） 

要介護度別の基本単位

料金 

イ その他解約により当事業所に不測の損害を生じさせた 

場合 
アに準じた解約料金 

（２）当事業所の申し出によりサービスを終了する場合 

 ア 介護支援専門員の不足などのやむを得ない事情により、サービスの提供を終了さ

せていただく場合があります。この場合は、終了１か月前までに文書をもってあな

たに通知するとともに、この地域の他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他必要

な情報を提供します。 

 イ  あなたやご家族の方などが、当事業所或いは当事業所の介護支援専門員に対して、

この契約を継続し難いほどの 

・暴行、傷害による身体的な攻撃 

・脅迫・名誉毀損・屈辱・ひどい暴言による精神的な攻撃 

・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、業務の妨害による過大な

要求 

・当事業所の介護支援専門員の私的なことに過度に立ち入ることの個の侵害等のパ

ワーハラスメント、又は、セクシユアルハラスメントを行い警告したにもかかわら

ず中止せず、信頼関係が破壊に至ったときは、文書で通知することにより、直ちに

この契約を解約することがあります。 

（３）サービスの自動終了 

   次の場合は、双方の文書がなくとも、自動的にサービスを終了します。 

  ア あなたが介護保険施設等に入所等した場合 

  イ あなたの要介護認定区分が、介護保険の非該当（自立）又は支援と認定された場合 

  ウ あなたが被保険者資格を喪失されたとき又は亡くなられた場合 

６ サービス提供にあたっての留意事項 

（１）プライバシーの遵守 

   当事業所は、介護支援専門員その他の職員（職員であった者を含む。）が取り扱う個

人情報について、正当な理由がないにもかかわらず、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密をもらしません。 

   また、利用者又はその家族からあらかじめ同意を得ない限り、他機関等への情報提

供は行いません。 

（２）事故発生時の対応 

   居宅介護支援の提供時に、利用者に事故が発生した場合は、必要な措置を講じると

ともに、速やかにご家族及び市町等に連絡します。 

（３）災害発生時の対応 

   居宅介護支援の提供を行うについて、次の各号の一に該当するときは、居宅介護支

援の提供は行いません。 

  ア 気象庁から気象に関する警報が発令されたとき 

  イ 気象庁から東海地震注意情報又は東海地震予知情報が発表されたとき 
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  ウ 交通機関等の遮断及び危険な状況と判断したとき 

  エ 当事業所が災害に遭い、居宅介護支援の提供ができないとき 

  オ 居宅介護支援専門員が災害に遭い、居宅介護支援の提供が困難になったとき 

（４）感染症対策 

   当事業所は、感染症対策に関する指針に基づき、感染症対策を講じます。 

  ア 感染症対策委員会を年２回定期開催します。 

  イ 感染症の予防及びまん延防止のために研修及び訓練を定期的に実施します。 

（５）ハラスメント対策 

   当事業所は、ハラスメントに関する指針に基づき、ハラスメント対策を講じます。 

  ア 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づく 

りを目指します。 

  イ 利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑 

行為、セクシャルハラスメント等の行為を禁止します。 

（６）サービスの質向上の方策 

   介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を確保します。 

７ 保有個人データの開示 

 当事業所は、利用者又はその家族の保有個人データについて、利用者又はその家族よ

り開示の申出がある場合には保有個人データの全部又は一部を開示することができま

す。 

また、開示は利用者又はその家族の同意が必要で、書面の交付による方法とします。 

８ サービス等に対する相談、苦情 

  当事業所の提供するサービスその他についての相談或いは苦情などを承ります。 

 サービスの内容に関すること、介護専門員に関すること又は利用料金に関することな 

 ど、お気軽にお申し出ください。 

担 当 者  管理者  鈴木 優美 

電 話 番 号  ０５３７－７２－６６２７ 

     Ｆ Ａ Ｘ  ０５３７－７２－６６２８ 

ご利用時間  午前９時から午後５時まで 

なお、苦情受付窓口として下記の機関等がありますので、ご利用下さい。 

     掛川市 長寿推進課          電話 ０５３７－２１－１３６３ 

     静岡県中部健康福祉センター      電話 ０５４－６４４－９２６７ 

     静岡県国民健康保険団体連合会     電話 ０５４－２５３－５５９０ 

９ その他の重要事項 

  次に記載する事項に該当する場合は、当事業所にご連絡ください。 

ご連絡がない場合は、あなたが費用の全額を立て替えしなければならなくなり、その

経費があなたに支払われるまでに相当の日時が必要となります。 

（１）要介護認定の申請をした場合（新規の認定申請、区分変更申請、サービスの種類指

定変更など） 

（２）サービス期間中に被保険者証の記載内容に変更があった場合 

（３）生活保護・公費負担医療の受給資格を取得又は喪失した場合 

（４）各種の減免に関する決定があったとき、或いは決定の廃止・変更等があった場合 

（５）居宅サービス計画以外のサービスを受けた場合又は異なるサービスを受けた場合 
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この重要事項説明書は平成 25 年 4 月 1日から施行する。 

令和元年 8 月 6 日一部改定する。 

令和元年 10 月 1 日一部改定する。 

令和 3年 4 月 1日一部改定する。 

令和 4年 4 月 1日一部改定する。 

令和 5年 7 月 1日一部改定する。 

令和 6年 4 月 1日一部改定する。 
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居宅介護支援重要事項説明書について 

 

 令和   年   月   日 

指定居宅介護支援サービスの開始にあたり、利用者に対して重要事項説明書

に基づいて、重要事項を説明、交付いたしました。 

     事業者 

    所在地 〒437-1491 

        掛川市三俣 620 番地 

        掛川市南部大東地域健康医療支援センター内 

        指定居宅介護支援事業所 訪問看護 S／T 大東   ㊞ 

（説明者）氏名 鈴木 優美  ㊞ （管理者） 鈴木 優美  ㊞ 

 

私（利用者）は、事業者から居宅介護支援に関する重要事項について説明、

交付を受けました。 

       利用者住所                       

       利用者氏名                      ㊞ 

       利用者代理人住所                    

       利用者代理人氏名                   ㊞ 


